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趣旨・背景

◆ 地域における生物多様性が深刻な危機に直面

・希少な野生動植物の減少
・二次的自然（里地里山など）の手入れ不足
・外来種の侵入による生態系の撹乱

◆ 地域の特性に応じた保全活動が必要

・各地域における様々な保全活動各地域における様々な保全活動

◆ 社会的要請の拡大◆ 社会的要請の拡大

・生物多様性基本法の制定（平成20年）
・生物多様性条約COP10の開催・生物多様性条約COP10の開催



地域における生物多様性保全活動

★地域一体となった取組

コウノトリの野生復帰を目指している地域では 先般コウノトリの野生復帰を目指している地域では、先般
放鳥された地域のシンボルである当該種の野生復帰
を図るため、県や市、地域住民、農家など様々な地域

主体が連携 協力し ウノトリ 餌場となる水辺の主体が連携・協力して、コウノトリの餌場となる水辺
の整備、水田における減・無農薬農法による米作り、
市民参加型の田んぼの生き物調査、野生復帰に向け

耕作放棄された水田を
た研究等、地域ワークショップの開催等の活動を実施。

★地域におけ 希少種 保護

耕作放棄された水田を
コウノトリ採餌湿地として整備

★地域における希少種の保護

能登半島のため池が点在する地域では、希少な水
生 ゲ ゴ ウ 生息 境を保全するた生昆虫（ゲンゴロウ）の生息環境を保全するため、県
や市、大学、ＮＰＯ等が連携・協力して、水生昆虫の生
息状況調査やビオトープの整備、水生昆虫を捕食す
るアメリカザリガニ等の外来種の防除等の活動を実施。

生息状況調査



★二次的自然の保全 管理活動★二次的自然の保全・管理活動

首都圏郊外の地域では、社会状況の変化により人
の働きかけが減少し荒廃が懸念される里地里山の保の働きかけが減少し荒廃が懸念される里地里山の保
全・管理を図るため、市と地元の関係団体（小学校、
森林組合、ＮＰＯ等）によって構成される協議会が連
携 協力 森林 間伐 草 り だ木作り ホ携・協力して、森林の間伐や下草刈り、ほだ木作り、ホ
タルの生息地の保全、自然体験学習等の活動を実施。

森林の間伐・ほだ木作り

★野生鳥獣の保護管理

近畿地方の ホンジカが増加している地域では 生近畿地方のニホンジカが増加している地域では、生
態系や農林業に係る被害を防止するため、県や市、
猟友会、商工会等が連携・協力し、シカの行動圏や自
然植生・農林業への被害状況の調査、個体数調整、
シカ防護柵の設置、シカ肉を活用した地域活性化に向
けた取組等の活動を実施 。

GPSを利用したシカの行動圏調査GPSを利用したシカの行動圏調査



制度の概要

◆ 基本方針の策定

環境大臣 農林水産大臣 国土交通大臣による地域連環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣による地域連
携保全活動の促進に関する基本方針の策定

◆ 地域連携保全活動の促進の枠組み

・市町村による地域連携保全活動計画の作成
・ＮＰＯ等による計画の案の作成についての提案
・地域連携保全活動計画の作成や実施に係る
連絡調整を行うための協議会の設置

・地域連携保全活動計画に従って行う活動については、
自然公園法、森林法及び都市緑地法等の許可等を

も受けなくてもよいとする特例措置
（計画作成段階での環境大臣又は都道府県知事への協議・同意）





 

□□地域連携保全活動計画（Ｃ市）  

目標：都市の生物多様性の保全 

活動：・ビオトープの創出 

   ・河川における外来種（魚類） 

の防除 

   ・都市公園における植栽 

ビオトープﾟ 

の創出 

河川における 

外来種の防除 

都市公園 

における植栽 

 

○○地域連携保全活動計画（Ａ町）  

目標：里地里山の維持管理 

活動：・竹林の伐採 

   ・冬期湛水 

   ・シカによる食害防止柵の設置 

食害防止柵の設置 

△△地域連携保全活動計画（Ｂ村） 

目標：希少種（鳥類）の保護増殖 

活動：・生息状況調査 

   ・餌場となる 

水辺の整備 

生息状況調査 

餌場となる 

水辺の整備 

計画区域 

実施場所 

竹林の 

伐採 

冬期湛水 

複数の市町村が共同して 

作成することもある。 

河川における 

外来種の防除 

地域連携保全活動計画の区域の設定イメージ 

 



◆ 関係者間 グ ため 体制 整備◆ 関係者間のマッチングのための体制の整備

関係者（活動実施者、土地所有者、企業等）間におけ
る連携・協力のあっせん、必要な情報の提供・助言を行
う拠点としての機能を担う体制を、地方公共団体が整備

◆ 生物多様性保全上重要な土地の保全活動◆ 生物多様性保全上重要な土地の保全活動
に対する援助

・民間主体が行う生物多様性の保全のための土地の取・民間主体が行う生物多様性の保全のための土地の取
得の促進のための援助

・環境大臣が生物多様性保全上重要な土地（国立公園・環境大臣が生物多様性保全上重要な土地（国立公園
等）を寄附により取得した場合における、当該土地にお
ける生物多様性の保全のための意見の聴取ける生物多様性の保全のための意見の聴取



◆ 地域連携保全活動に対する国等の援助

国及び地方公共団体による 地域連携保全活動に対国及び地方公共団体による、地域連携保全活動に対
する援助

◆ 所有者不明地に関する施策の検討

土地所有者が判明しないこと等により協力が得られな土地所有者が判明しないこと等により協力が得られな
い場合における、生物多様性の保全のための制度の在
り方の検討 必要な措置の実施り方の検討・必要な措置の実施

◆ 施行期日

法律の公布の日から起算して１年以内法律の公布の日から起算して 年以内
（基本方針については公布の日）
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地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
生
物
の
多
様
性
が
地
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
保
全
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み

、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
行
う
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
措

置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
豊
か
な
生
物
の
多
様
性
を
保
全
し
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
物
の
多
様
性
」
と
は
、
生
物
多
様
性
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
生
物
の
多
様
性
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
域
連
携
保
全
活
動
」
と
は
、
生
物
の
多
様
性
を
は
ぐ
く
む
生
態
系
に
被
害
を
及
ぼ
す
動
植
物
の

防
除
、
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
野
生
動
植
物
の
保
護
増
殖
、
生
態
系
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
の
調
査
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
活
動
で
あ
っ
て
、
地
域
の
自
然
的
社
会
的
条

件
に
応
じ
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
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（
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
）

第
三
条

主
務
大
臣
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
」
と
い

う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
の
意
義
に
関
す
る
事
項

二

地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項

三

次
条
第
一
項
の
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項

四

農
林
漁
業
に
係
る
生
産
活
動
と
の
調
和
そ
の
他
の
地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項

３

地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
は
、
生
物
多
様
性
基
本
法
第
十
一
条
第
一
項
の
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
と
の
調
和
が
保
た

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
作
成
等
）

第
四
条

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る

地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
区
域

二

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
目
標

三

第
一
号
の
区
域
に
お
い
て
市
町
村
又
は
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
非

営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
若
し
く
は
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
地
域
連
携
保
全
活

動
の
実
施
場
所
、
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
そ
の
他
地
域
連
携
保
全
活
動
に
関
す
る
事
項

四

前
号
の
地
域
連
携
保
全
活
動
に
係
る
国
又
は
都
道
府
県
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

五

計
画
期
間
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３

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行
う
地
域
連
携
保
全
活
動
に
係
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

市
町
村
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
域
連
携
保
全
活
動
を
行
お
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
は
、
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動
を
行
お
う
と
す
る
地
域

を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
対
し
、
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動
に
係
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
地
域
連
携
保
全
活
動
計

画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
提
案
を
受
け
た
市
町
村
は
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
案
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
と

判
断
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
提
案
を
し
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

行
為
が
次
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
国
立
公
園
（
第
六
条
に
お
い
て
「

国
立
公
園
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
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し
く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
又
は
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
要
す
る
も
の

二

自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
許
可

、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
届
出
又
は
同
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
後

段
（
同
法
第
二
十
五
条
第
四
項
又
は
第
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
同
意
を
要
す
る
行
為

三

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
四

項
の
許
可
、
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
届
出
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
同
意
を
要
す
る
行
為

四

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
七
項
の
国
指
定

特
別
保
護
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
同
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の

７

市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

行
為
が
次
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
当
該
行
為
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

自
然
公
園
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
国
定
公
園
（
第
六
条
に
お
い
て
「
国
定
公
園
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お

い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
又
は

同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
要
す
る
も
の

二

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
七
項
の
都
道
府
県
指
定
特
別
保
護
地
区
の
区
域
内
に

お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
同
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の

三

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
届
出
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要

す
る
行
為

四

都
市
緑
地
法
第
八
条
第
七
項
後
段
若
し
く
は
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
同
条
第
八
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
協
議
を
要
す
る
行
為

８

前
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
が
地
域
連
携
保
全

活
動
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

９

市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第
一
項
の
地
域
連
携
保
全
活
動
協
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議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
記
載
す
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動

協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
物
多
様
性
基
本
法
第
十
三
条
第
一
項
の
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
を
定
め
て
い
る
市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画

10
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
と
の
調
和
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
は
、
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

11
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
民
有
林
に
お
け
る
森
林

の
施
業
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
森
林
の
施
業
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て

ら
れ
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
公
表
す
る

12
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

13
（
地
域
連
携
保
全
活
動
協
議
会
）

第
五
条

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
作
成
に
関
す
る
協
議
及
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び
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
連
携
保
全

活
動
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
市
町
村

二

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
地
域
連
携
保
全
活
動
を
行
う
と
見
込
ま
れ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

等
三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
十
三
条
の
地
域
連
携
保
全
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
担
う
者
、
関
係
住

民
、
学
識
経
験
者
、
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
者

３

地
域
連
携
保
全
活
動
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
構
成
員
以
外
の
第
十
三
条
の
地
域
連
携
保
全
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
担
う
者
及
び
関
係
行
政
機
関
に
対
し
て
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他

必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
協
議
会
の
構
成

員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
連
携
保
全
活
動
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
協

議
会
が
定
め
る
。

（
自
然
公
園
法
の
特
例
）

第
六
条

地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
の
実
施
主
体
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
（
以
下
「
地
域
連
携

保
全
活
動
実
施
者
」
と
い
う
。
）
が
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ

て
自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す
る
行

為
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
国
立
公
園
又
は
国
定
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
う

行
為
に
つ
い
て
は
、
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
自
然
環
境
保
全
法
の
特
例
）

第
七
条

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
自
然
環
境
保
全
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
然
環
境
保
全
地
域
（
次
項

に
お
い
て
「
自
然
環
境
保
全
地
域
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
同
法
第
二
十
五

条
第
四
項
又
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
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た
も
の
と
み
な
す
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
自
然
環
境
保
全
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
同
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

一
条
第
一
項
後
段
（
同
法
第
二
十
五
条
第
四
項
又
は
第
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
八
条

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
生
息
地
等
保
護
区
（
以
下
「
生
息
地
等
保
護
区
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動

計
画
に
従
っ
て
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
許
可
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
す
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
生
息
地
等
保
護
区
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
う
行
為
に

つ
い
て
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二

項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
九
条

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
保
護
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
同
条
第
七
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す

る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
森
林
法
の
特
例
）

第
十
条

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十

条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
都
市
緑
地
法
の
特
例
）

第
十
一
条

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
都
市
緑
地
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
緑
地
保
全
地
域
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
特
別
緑
地
保
全
地
区
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
緑
地
保
全
地
区
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連

携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
後
段
並
び
に
第
十
四
条

第
四
項
及
び
第
八
項
後
段
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

地
域
連
携
保
全
活
動
実
施
者
が
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
都
市
緑
地



- 12 -

法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
生
物
の
多
様
性
の
保
全
上
重
要
な
土
地
の
取
得
の
促
進
等
）

第
十
二
条

国
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
を
目
的
と
し
て
国
民
又
は
民
間
の
団
体
が
行
う
生
物
の
多
様
性
の
保
全
上
重
要
な

土
地
の
取
得
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２

環
境
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
内
の
土
地
を
国
民
、
民
間
の
団
体
又
は
事
業
者
か
ら
寄
附
に
よ
り
取
得
し
た
と
き
は
、

当
該
土
地
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
に
つ
い
て
、
当
該
寄
附
を
し
た
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

一

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
地
域
の
う
ち
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保

護
地
区
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域

二

生
息
地
等
保
護
区
の
う
ち
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
管
理
地
区
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域

三

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
同
法
第

二
十
九
条
第
七
項
の
国
指
定
特
別
保
護
地
区
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
区
域
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（
地
域
連
携
保
全
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
）

第
十
三
条

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
に
お
い
て
地
域
連
携
保
全

活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
、
地
域
連
携
保
全
活
動
に
対
し
て
協
力
を
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
間
に

お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
あ
っ
せ
ん
並
び
に
生
物
の
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な

情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
拠
点
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
地
域
連
携
保
全
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し

て
の
機
能
を
担
う
体
制
を
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
等
の
援
助
等
）

第
十
四
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
に
関
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
域
連
携
保
全
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
担
う
者
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
の
円

滑
な
実
施
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
交
換
を
行
う
な
ど
し
て
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
等
）
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第
十
五
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
環
境
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
。

３

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
地
域

連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
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い
て
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
と
み
な
す
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
土
地
の
所
有
者
が
判
明
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の

活
動
に
つ
い
て
土
地
の
所
有
者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
当
該
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み

、
土
地
の
所
有
者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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